
事案書（■経営会議  □調整会議）      

開催日：令和４年７月２５日（月）  

 担当課：総務部 総務課 

件  名： 個人情報保護法の改正に伴う法施行条例の制定及び関係条例の整備について 

提出理由： 法施行条例の制定及び関係条例の整備に当たり、その内容について了承を得るため 

内  容： 

１ 背景等 

・従来の個人情報保護制度では、民間事業者、国

の行政機関、独立行政法人及び地方公共団体

は、それぞれ別々の法律や条例によって規律

され、その規定や運用が異なっていた。 

・しかし、近年では、情報通信技術の進展により、

官民や地域の枠を超えた個人情報のデータ利

活用が活発化しており、個人情報を取り扱う

主体間の不均衡・不整合の是正が課題となっ

ていた。 

・こうした中、国は「データ利活用の促進」と「個

人情報保護の強化」の両立を図ることを目的と

して、令和 3 年 5 月に個人情報保護法を改正

し、官民で異なっていた個人情報保護に関する

規律が、改正後の個人情報保護法（以下「改正

法」という。）に一元化されることとなった。 

 

２ 個人情報保護法改正の概要 

（1）地方公共団体への直接適用 

・従来、地方公共団体はそれぞれ独自に条例を制

定し、個人情報保護の規律を定めていたが、今

後は、法の適用が地方公共団体にも直接及ぶこ

ととなった。 

 

（2）個人情報保護委員会の監督権限 

・改正法では、高度な専門的知見を有する国の個

人情報保護委員会に改正法の統一的な解釈権

能が与えられ、同委員会による監督権限が、地

方公共団体にも及ぶこととなった。 

 

 

 

３ 新たな条例整備について 

（1）法施行条例の制定 

・改正法や個人情報保護委員会が示しているガ

イドライン等に基づき、現行条例を廃止した

上で、法施行条例（（仮称）大和市個人情報保

護法の施行等に関する条例）を新たに制定す

ることが必要となる。 

・法施行条例には、改正法上、委任規定がある事

項（例：開示請求における手数料）や条例で定

めることが許容されている事項（例：開示決定

に係る法定期限の短縮）等に関する規定を置

く。 

 
（2）法施行条例（案）の主な内容 
①開示請求に係る手数料 

 ・現行条例のとおり、保有個人情報の開示請求

に係る手数料を無料とした上で、写しの交付

に要する費用（実費相当分）を請求者の負担

とすることを定める。 

 ②開示決定等の期限 

・改正法の法定期限である「30日以内」を短縮

し、現行条例のとおり開示請求から開示決定

までの期限を14日以内とすることを定める。 

 ③その他 
 ・審査請求及び個人情報の取扱いについて調査

審議するため、現行条例に大和市個人情報保
護審査会の設置等に関する事項を定めてい
ることに鑑み、同様の規定を盛り込む。 

 
４ 改正法の施行に伴う関係条例の整備について 
 ・現行の「大和市個人情報保護条例」を引用し

ている条例※について、引用部分を「個人情
報の保護に関する法律」に改める改正を行
う。 

 
  ※大和市市営住宅条例、大和市コミュニティ

センター設置条例、大和市柳橋ふれあいプ

ラザ条例など、１３条例 

経  過 
R3.5  改正個人情報保護法公布 
R4.4  改正法施行令、施行規則公布 
 

今後の予定 
R4. 9  市民意見公募手続の実施 
R4.10  大和市個人情報保護審査会への諮問 
R4.12  条例制定議案の提出 
R5.2～3 改正法に係る庁内説明会の実施 
R5.4.1  改正法、法施行条例施行 

 

○現行条例と改正法の主な相違点 

要配慮個人情報の取扱いや個人情報の目的外利用・

提供等において、現行条例では法令に定めがある場

合等を除き、市個人情報保護審査会の意見を聴く必

要があるとしているが、改正法ではこれらの場合に

審査会の意見を聴くことは許容されず、審査会の役

割が一部縮小する。 


